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別紙５ 事業範囲 

 

１ 事業範囲 

(1) 機械工事 

・トラックスケール 

・下水汚泥貯留・供給設備 

・固形燃料化設備 

・固形燃料貯留設備 

・燃焼炉設備（必要な場合） 

・排煙処理設備（必要な場合） 

・脱臭設備 

・用水設備（「別紙５：２(1)二次処理水)」を参照） 

・ユーティリティ設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固形燃料化施設 

本事業範囲外 
本事業範囲 

（設計、施工、維持管理） 

受入槽 

下水汚泥供給設備 

トラックスケール 

下水汚泥 
貯留設備 

： 工事範囲 

： 既設範囲 

下水汚泥運搬車

固形燃料貯留設備 

燃焼炉設備（必要な場合） 

排煙処理設備（必要な場合） 
 

脱臭設備 

用水設備※ 

ユーティリティ設備 

固形燃料化設備 
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(2) 電気工事 

 

 

 

 

 

 

 

ア 大在水資源再生センターの引込から分岐（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 本事業にて単独で受電（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この場合、フェンスや柵等により大在水資源再生センターと本事業の施設を区分し、専用

門扉を設置する必要がある。 

固形燃料化施設に伴う電気設備（全て本事業範囲、新設） 

・受変電設備（大在水資源再生センターの引込から分岐するか、または本事業にて単独で受電） 

・特殊電源設備 

・自家発電設備 

・運転操作設備 

・計装設備 

・監視制御設備（監視場所：管理制御室の空きスペース（別紙５（事業範囲：１(3)建築工事））

を利用して監視するか、または事業者が監視室を建設して監視するものとする。 

PAS 

VCT 

  

受変電設備(※1) 

受変電設備(※2) 

固形燃料化施設 

大在水資源再生センター 

負荷開閉器 

PAS､VCT 

負荷開閉器 

※1 

※2 

PAS 

VCT 

受変電設備(※1) 

受変電設備(※2) 

固形燃料化施設 

大在水資源再生センター 

PAS､VCT 

※1 

※2 

PAS 

VCT 

PAS､VCT フェンスや柵 専用門扉 
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(3) 建築工事 

既設汚泥処理棟の居室、便所など、次に示すスペースについては本事業での使用が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作室 

既設汚泥処理棟（1 階） 

便所 

（凡例） 

・・・本事業で使用可能な居室、ユーティリティ範囲 

浴室 

仮眠室 更衣室 湯沸室 
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（凡例） 

・・・本事業で使用可能な居室、ユーティリティ範囲 

固形燃料化事業者利用可能スペースは次頁参照 

既設汚泥処理棟（2 階） 

（凡例） 

・・・本事業で使用可能な居室、ユーティリティ範囲 

便所 

管理制御室 

仮眠室 
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汚泥処理棟管理制御室 固形燃料化事業者利用可能スペース 

赤斜線部は、既設を示す。 

青斜線部は、固形燃料化事業者利用可能スペースを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
管理制御室盤名称表 

番号 盤記号 名 称 

① LCD1 LCD 監視装置-1 

② LCD2 LCD 監視装置-2 

③  帳票用 PC 

④ PD1 中央監視操作卓（小中島ポンプ場） 

⑤ ODP 大型ディスプレイ 

⑥  カラーコピー 

   

⑯ PT2 遠方監視制御盤（小中島） 

⑰ PT1 遠方監視制御盤（小中島） 

⑱ PE9 計装盤(4)、機械濃縮 

⑲  遠方監視制御装置（高田ポンプ場 親局） 

⑳  遠方監視制御装置（堂園・関門雨水ポンプ場 親局） 

   

㉔  監視操作盤（堂園・関門雨水ポンプ場） 

   

㉖ PQ1,2 コントローラ盤 

㉗ PE1 電力変換器盤 

㉘ PB2 中央電源盤 
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既設汚泥処理棟（3 階） 

（使用可能な居室無し） 
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２ ユーティリティ取り合い 

 

(1) 二次処理水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固形燃料化施設 

本事業範囲外 
本事業範囲 

（設計、施工、維持管理） 
 

用水ポンプ室 二次処理水 

配電機器の建設及び維持管理全

て事業範囲内 

 

原水タンク 

P 

： 既設範囲 

： 工事範囲 
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(2) 上水 

     上水は場内上水管から分岐する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (3) 排水 

・プラント排水 

・雨水排水管 

・生活排水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上水 

本事業範囲外 本事業範囲 
（設計、施工、維持管理） 

 
 

固形燃料化施設 

場内上水管 

固形燃料化施設 

本事業範囲外 
本事業範囲 

（設計、施工、維持管理） 

マンホール 

雨水排水 

（雨水排水は既設の雨水枡へ排水） 

水処理施設 
着水井 

プラント排水 

： 既設範囲 

： 工事範囲 

M 

M 

： 工事範囲 

： 既設範囲 

： 量水器 

生活排水 

（生活排水はプラント排水の 

系統または既設の汚水枡へ 

排水） 



79 

 

用水設備図面 

＜既設用水設備フロー＞ 
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用水設備図面 

＜固形燃料化施設用水供給設備新設箇所＞ 
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排水管図面 

＜固形燃料化施設排水管ルート（案）＞ 
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汚水・雨水・上水取り合い図面 
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雨水排水管縦断図(1) 
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雨水排水管縦断図(2) 
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雨水排水管(道路排水)縦断図 
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汚水排水管縦断図 
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人孔構造図(1) 
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人孔構造図(2) 

 


